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琵琶湖は、日本最大の湖というだけでなく日本最古の湖です。その成立年代は世界でも指折りの古さで、

固有種に満ちた「古代湖」として国際的にも知られています。琵琶湖の育む豊かな生物多様性は、湖魚を

はじめさまざまな形で、湖国の人々と深いつながりを持っています。しかし、気候変動と並んで地球規模

で生じている生物多様性の危機的状況は、琵琶湖も例外ではありません。絶滅が心配される種がどんどん

多くなってきている「減りすぎ」の問題と、特定の種が多くなりすぎて厄介ごとを起こす「増えすぎ」の

問題は、まさに琵琶湖が直面している課題です。湖魚の代表格のホンモロコやニゴロブナを含め、琵琶湖

の多くの種で絶滅の危機が懸念される傍ら、その状況に追い打ちをかけているのが、いわゆる外来魚や外

来水生植物、そして在来種のカワウなどの増えすぎた生きものです。 

増えすぎた生きものとして外来種が連想されがちで

すが、カワウの他、ニホンジカやイノシシなど一部の

在来種も増殖して深刻な被害を及ぼし、個体数管理の

ため駆除されています。また、外来種のなかには、放

置できない状況をもたらす種だけでなく、私たちの生

活にとって不可欠なものや、影響がほとんど認められ

ないものもいます。このように考えると、外来種が問

題視されるのは、それが外来起源であるからではなく、

悪影響を防ぐためであることがわかります。このよう

に対策が必要とされるような外来種を、侵略性が高い

外来種として「侵略的外来種」と呼んで区別すること

もあります。それは、「外来種＝悪者」という単純化し

た認識に基づき、外来種対策が差別や民族問題を連想

させるといった不適切な批判を防ぐためでもありま

す。（図 1、当日のスライドを元に改変。以下同じ） 

しかし、少なからぬ外来種による看過できない状況

が各地で発生してきたのも事実です。そこで、2005 年

に外来生物法が施行され、さまざまな侵略的外来種の

なかから規制対象として特定外来生物を指定し、生き

た個体の輸入、飼育・栽培、運搬・保管、野外への放出

などが、罰則付きで禁止されるようになりました。そ

の背景にはブラックバスの密放流を防ぎたいとの事情

がありました。生きた個体を所持しているだけでアウ

トにしたかったというわけです。(図 2) 
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すべての外来種が問題視されるわけではない。 

問題視されるのは一部の外来種である。 

在来種のなかにも問題視されるものがある。 

図 1 「よそ者」だから悪いのか？ 

特定の外来種が問題視されるのは、 

その外来起源によるものではなく、 

影響を放置できない（侵略性が高い）ためである。 

外来種問題は、差別問題とは違う、 

民族紛争に類する問題でもない。 

「外来種だから…」はやめよう !! 

図 2 外来生物法による規制：行為の制限 
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ブラックバスの一種オオクチバスの全国的な

広がりは 1970 年代に始まり、琵琶湖でも 1974

年に初確認、湖内では 1983 年から急に目立つ

ようになり、翌 1984 年に駆除が始まりました。

しかし、1980 年代後半に爆発的増加のピーク

を迎え、魚たちの世界は激変しました。1990 年

代に入るとおそらく餌不足のためオオクチバ

スは減少しますが、代わってブルーギルが激

増。1999 年から滋賀県は漁業者による外来魚

駆除の対策を強化し、2003 年にはレジャー活

動で釣った外来魚のリリースを禁じた｢びわこ

ルール｣が施行されました。(図 3) 

一方、1980 年代末には、オオクチバスとブルーギルを対象にした全国的調査の結果がまとまり、1991

年には水産庁からこれら外来魚の移植・放流を都道府県の漁業調整規則で禁止するよう通達が出され、数

年のうちに放流禁止は全国に広まりました。しかし、密放流という一瞬の行為の摘発は困難で、外来魚の

悪質な導入が効果的に抑えられなかったことから、上述したように、外来生物法で生きた魚の所持そのも

のが禁止されることになったのです。 

2015 年にできた琵琶湖保全再生法では、外

来種対策の項目に動物の例としてのオオクチ

バスに並んで、植物では新顔のオオバナミズキ

ンバイの名前が登場しました。外来水生植物の

オオバナミズキンバイは、2009 年に面積 142

㎡の群落が記録された後、急速に生育面積が拡

大、2012 年にはボランティアの駆除が始まり、

2013 年からは実施最終年度を迎えていた「外

来生物調査隊」事業の緊急課題として人力によ

る積極的駆除を実施、そして 2014 年度からは

先に侵入していたナガエツルノゲイトウをと

もに対象として、本格的な対策事業が始まりま

した。(図 4) 

外来魚は対策が強化されてから 20 年を過ぎ、推定

生息量は半分以下に減少、とくにブルーギルはここ

3 年ほどで急減しましたが、オオクチバスは下げ止

まっています。一方、外来水生植物も 2018 年に増加

のピークを迎えた後、３年連続で大幅に減少させて

以降、横ばい状態で「低密度管理」を続けています。 

侵略的外来種を含め、増えすぎた生きものへの対

策は、どうしてもその悪影響を減らすために対象生

物の命が奪われることに心が痛みますが、このよう

な不幸な生きものをこれ以上産み出さないための教

訓として受け止める必要があります。他の多くの環

境問題と同様、私たちがいかに不自然な存在である

か、つまり日常生活におけるさまざまな振る舞いがいかに自然の枠組みから外れているかを自覚して考え

を深めることが、身近な習慣としての第一歩だと思います。（図 5） 

注 当記事は、2022 年 9 月 10 日開催のおおつ市民環境塾講座 4｢琵琶湖まわりの外来種のいま｣の内容を抜粋して再構成していただいたものです。 
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図 4 滋賀県におけるオオバナ･ナガエの生育面積の変遷 (2009～2021) 

問題の所在を知り、自分の関心のある分野で、 

「価値判断のモノサシ(リテラシー)」を 

確立させることが大切。 

イメージとしては､｢お金｣や｢時間｣への対応。 

日々の経験や知識・情報の蓄積で、 

適切な価値判断ができるようになる。 

ポイントは､それぞれの が｢自然の

枠組み｣からどれほど外れているか､つまり

であるかについて であること。 

図 5 ひとりひとりができること 
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脱炭素社会実現には電気自動車（EV）の普及が欠かせない。2022 年 6 月に日産自動車(株)から軽タイ

プが発売され、話題となっている。そこで、EVについての市民向け講座を設定し、同社西日本リージョナ

ルセールスオフィス エリアパフォーマンスマネージャーの天野主税氏から EV の現状をお聞きした。 

環境変化への対応 

異常気象の頻発で、世界各国で脱炭素の動きが加速している。日本政府も 2020 年 11 月の G20（20 ヶ

国・地域首脳会合）で、2050 年カーボンニュートラル（CO2排出実質ゼロ）を国際公約として表明した。

翌年 4 月には中間目標として 2030 年に 2013 年比 46％減の CO2排出削減を公表した。その実現には、日

本全体の CO2排出量の約 18％を占める自動車走行時の排出する CO2の削減は重要な課題だ。 

削減方法として考えられるのは 

「自動車に乗らず公共交通機関を利用する」、自動車に乗るなら「CO2排出の少ない車種にする」「エコ

ドライブを心掛ける」ことが重要となる。公共交通機関利用が最良とは言え、利便性を考えると自動車は

捨て難い。とすれば、燃費の良い車や電気が動力源の CO2を排出しない車の選択が必要となる。 

EV は、ハイブリッド車（HV）に比べ CO2 排出量が現状で約 1/2 になっている。将来、電力の再エネ

率が増えるとともに、その差はもっと大きくなる。 

EV の経済性 

EV は高価と評されがちだが実際はどうだろう。軽 EV の

日産サクラの車両価格は 233万円。補助金を利用すれば 178

万円。軽 HV（モーターを補助的に使用）だと 123 万円程度

で大きな差がある。しかし EV の燃費（電費）は 3.60 円/km。

HVは 5.85円/kmで月 500kmなら 10年間で燃料費は約 20

万円安くなる。他にもエンジンオイルや AT 液などの交換

が不要、ブレーキの摩耗が少ないなど削減要因が多くある。 

この結果から、補助金があれば HV と比肩できる。経済価値算出が困難な環境面と静粛性や乗り味も加

味しなければならない。また、前記試算は軽 EV を軽 HV と比較したが、モーターのトルクやレスポンス

は軽ガソリンターボ車の約 2倍あり、比較対象は普通車 HV とすべきなのかもしれない。 

EV の課題 

EV は自宅で充電できるのが大きなメリットだが、充電にかかる時間が課題となる。1 回の充電で走れる

距離が限られているため、遠出時は途中で充電する必要があるが、急速充電できる場所は限られている。 

しかし、電池の改良で航続距離は年々改善されており、充電スタンドの充実も進められている。将来、

ガソリンスタンドが減って遠くになれば立場が逆転するかもしれない。既存マンションの充電場所確保は

大きな課題だが、化石燃料が使えない時代が間近に迫っていることに留意しなければならない。 

 

 

 

 
山 和孝 
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表 1 自動車車種別、燃料別 CO2 排出量の例 

車種 
燃費･電費 

WLTC モード 

CO2 排出量 

kg/km 

軽自動車 
HV A 25.6km/L 0.091 

EV サクラ 8.0km/kWh 0.043 

普通車 
HV B 28.8km/L 0.081 

EV リーフ 6.45km/kWh 0.053 

電気の排出係数は 0.340kg/kWh（関西電力） 

事業者向け

 
大津市地球温暖化防止活動推進センター   📧 info@otsu.ondanka.net 
(特定非営利活動法人 おおつ環境フォーラム)  ☎  077-526-7545 

 イベント参加者募集 12月、1月  新型コロナウイルス感染の状況により内容変更・中止することがあります 
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上記の各実施イベントの詳細は https://otsu.ondanka.net/ または https://eco-otsu.net/ をご覧ください。 
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 当センター主催の市民参加イベント報告 8月～10月 
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